
  

1月 10日、ビキ

ニ被災検証会(第

10回)に出席。昨

年 12月 25日、ビ

キニ被災船員 10人

に対し保険不適用

と船員保険側が通

知したが、根拠と

した 0.08㍉シーベ

ルトという被曝量

では、第 5福竜丸

も被爆しなかった

事になる過小な線

量と星正治広島大

名誉教授がしてき。 

船員保険側が測

定依頼した「有識

者会議」の座長は、

明石まこと氏。

彼は、1億

2919万円を

不当に使ったと、昨年 11 月、会計検査院に

指摘された機構

の執行責任者で

す。 

昨年 12月 12

日県議会でその事実を取り上げて、まとも

な研究者による検査分析のやり直しを行う

よう、県も厚労省に求めると答弁したばか

りだった。 

 科学的な検証に耐えられない線量を根拠

にした労災不適用は、64 年間被ばくの調査

資料を隠し続けられた元船員や遺族

にとってあまりにもひどい仕打ちで

す。審査請求を行い、更に訴訟する

事も視野に入れた対応をする事が確

認されました。 
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吉良富彦事務所 855-9439 愛宕商店街 

議会控室       823-9524 県議会内 

 

法律･生活相談 無料

●2月 13日(火)午後６時～８時  

●場所：愛宕商店街 吉良事務所 

●皿田幸憲弁護士(よつば法律事務所) 

お問合せ：088-855-9439 お気軽にご相談を 


